
【目的】

令和9（2027）年度から令和11（2029）年度までを計画期間
とする「第10期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を令
和8（2026）年度に策定するにあたり、川崎市における高齢者
の生活状況や、要介護者等の在宅サービスの利用状況及び特別
養護老人ホームの申し込み状況、並びに介護事業所のサービス
実施状況等、介護労働者の就業の実態等を把握することで、必
要な基礎資料を得るため、本調査を令和７（2025）年度に実施
いたします。
本市の高齢者施策を検討する上で、重要な調査となるため、

ぜひご回答をお願いいたします。

令和７年度川崎市高齢者実態調査の実施について



【調査対象】 調査基準日：令和７年１０月１日
◎川崎市在住の６５歳以上の高齢者（３万人程度調査）
（１）一般高齢者調査（要支援・要介護認定を受けていない高齢者）
（２）要介護・要支援認定者調査
（３）特別養護老人ホーム入所希望者調査
◎川崎市所在の介護保険サービス事業者（全数調査）
（４）居宅介護支援事業者調査
（５）居宅介護サービス事業者調査
（６）介護保険施設等調査（特養・老健・療養病床・GH・有料など）
◎川崎市所在の介護保険サービス事業所の従事者（１事業所あたり５名）
（７）介護労働者実態調査

【依頼方法】
◎郵送 １０月２２日（水）発送

【回答方法】
◎郵送またはインターネット
※（７）介護労働者実態調査はインターネットのみ

【回答期日】
◎令和７年１１月２５日（火）

令和７年度川崎市高齢者実態調査の実施について

【お問い合わせ先】
令和７年１０月２３日（木）から
コールセンター
０１２０−６３０−８０８
月〜金（祝日を除く）午前８時３０分〜午後５時１５分
※ジェイエムシー株式会社に委託
担当：高齢者事業推進課計画推進係


